
別紙２ 訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法 

（傍線部分は改正部分） 

改   正   後 改   正   前 

別表 別表 

訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法 訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法 

通則 通則 

１・２ （略） １・２ （略） 

３ 区分番号０１の注２及び注４、区分番号０１－２の注１か

ら注３まで及び注10、区分番号０２の注１から注３まで、注

10及び注12並びに区分番号０５の注４における届出について

は、届出を行う訪問看護ステーションの所在地を管轄する地

方厚生局長又は地方厚生支局長（以下「地方厚生局長等」と

いう。）に対して行うものとする。ただし、当該所在地を管

轄する地方厚生局又は地方厚生支局の分室がある場合には、

当該分室を経由して行うものとする。 

３ 区分番号０１の注２及び注４、区分番号０１－２の注１か

ら注３まで及び注10並びに区分番号０２の注１から注３まで

及び注10における届出については、届出を行う訪問看護ステ

ーションの所在地を管轄する地方厚生局長又は地方厚生支局

長（以下「地方厚生局長等」という。）に対して行うものと

する。ただし、当該所在地を管轄する地方厚生局又は地方厚

生支局の分室がある場合には、当該分室を経由して行うもの

とする。 

区分 区分 

０１ 訪問看護基本療養費（１日につき） ０１ 訪問看護基本療養費（１日につき） 

１～３ （略） １～３ （略） 

注１～６ （略） 注１～６ （略） 

７ １及び２（いずれもハを除く。）については、注

１に規定する別に厚生労働大臣が定める疾病等の利

用者又は注６に規定する特別訪問看護指示書の交付

を受けた利用者に対して、必要に応じて１日に２回

又は３回以上指定訪問看護を行った場合は、難病等

複数回訪問加算として、次に掲げる区分に従い、１

日につき、いずれかを所定額に加算する。 

７ １及び２（いずれもハを除く。）については、注

１に規定する別に厚生労働大臣が定める疾病等の利

用者又は注６に規定する特別訪問看護指示書の交付

を受けた利用者に対して、必要に応じて１日に２回

又は３回以上指定訪問看護を行った場合は、難病等

複数回訪問加算として、次に掲げる区分に従い、１

日につき、いずれかを所定額に加算する。 

イ １日に２回の場合 イ １日に２回の場合 

（１） 同一建物内１人又は２人           4,500円 （１） 同一建物内１人                   4,500円 

（削る） （2） 同一建物内２人                   4,500円 

（2） 同一建物内３人以上               4,000円 （3） 同一建物内３人以上               4,000円 
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ロ １日に３回以上の場合 ロ １日に３回以上の場合 

（１） 同一建物内１人又は２人           8,000円 （１） 同一建物内１人                   8,000円 

（削る） （2） 同一建物内２人                   8,000円 

（2） 同一建物内３人以上               7,200円 （3） 同一建物内３人以上               7,200円 

８～11 （略） ８～11 （略） 

12 １及び２（いずれもハを除く。）については、同

時に複数の看護師等又は看護補助者による指定訪問

看護が必要な者として別に厚生労働大臣が定める者

に対し、訪問看護ステーションの保健師、助産師、

看護師又は准看護師（以下「看護職員」という。）

が、当該訪問看護ステーションの他の看護師等又は

看護補助者（以下「その他職員」という。）と同時

に指定訪問看護を行うことについて、利用者又はそ

の家族等の同意を得て、指定訪問看護を行った場合

には、複数名訪問看護加算として、次に掲げる区分

に従い、１日につき、いずれかを所定額に加算する

。ただし、イ又はロの場合にあっては週１日を、ハ

の場合にあっては週３日を限度として算定する。 

12 １及び２（いずれもハを除く。）については、同

時に複数の看護師等による指定訪問看護が必要な者

として別に厚生労働大臣が定める者に対し、訪問看

護ステーションの保健師、助産師、看護師又は准看

護師（以下「看護職員」という。）が、当該訪問看

護ステーションの他の看護師等又は看護補助者と同

時に指定訪問看護を行うことについて、利用者又は

その家族等の同意を得て、指定訪問看護を行った場

合には、複数名訪問看護加算として、次に掲げる区

分に従い、１日につき、いずれかを所定額に加算す

る。ただし、イ又はロの場合にあっては週１日を、

ハの場合にあっては週３日を限度として算定する。 

イ 所定額を算定する指定訪問看護を行う看護職員

が他の看護師等（准看護師を除く。）と同時に指

定訪問看護を行う場合 

イ 所定額を算定する指定訪問看護を行う看護職員

が他の看護師等（准看護師を除く。）と同時に指

定訪問看護を行う場合 

（１） 同一建物内１人又は２人           4,500円 （１） 同一建物内１人                   4,500円 

（削る） （2） 同一建物内２人                   4,500円 

（2） 同一建物内３人以上               4,000円 （3） 同一建物内３人以上               4,000円 

ロ 所定額を算定する指定訪問看護を行う看護職員

が他の准看護師と同時に指定訪問看護を行う場合 

ロ 所定額を算定する指定訪問看護を行う看護職員

が他の准看護師と同時に指定訪問看護を行う場合 

（１） 同一建物内１人又は２人           3,800円 （１） 同一建物内１人                   3,800円 

（削る） （2） 同一建物内２人                   3,800円 

（2） 同一建物内３人以上               3,400円 （3） 同一建物内３人以上               3,400円 

ハ 所定額を算定する指定訪問看護を行う看護職員

がその他職員と同時に指定訪問看護を行う場合（

ハ 所定額を算定する指定訪問看護を行う看護職員

が看護補助者と同時に指定訪問看護を行う場合（
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別に厚生労働大臣が定める場合を除く。） 別に厚生労働大臣が定める場合を除く。） 

（１） 同一建物内１人又は２人           3,000円 （１） 同一建物内１人                   3,000円 

（削る） （2） 同一建物内２人                   3,000円 

（2） 同一建物内３人以上               2,700円 （3） 同一建物内３人以上               2,700円 

ニ 所定額を算定する指定訪問看護を行う看護職員

がその他職員と同時に指定訪問看護を行う場合（

別に厚生労働大臣が定める場合に限る。） 

ニ 所定額を算定する指定訪問看護を行う看護職員

が看護補助者と同時に指定訪問看護を行う場合（

別に厚生労働大臣が定める場合に限る。） 

（１） １日に１回の場合 （１） １日に１回の場合 

① 同一建物内１人又は２人         3,000円 ① 同一建物内１人                 3,000円 

（削る） ② 同一建物内２人                 3,000円 

② 同一建物内３人以上             2,700円 ③ 同一建物内３人以上             2,700円 

（2） １日に２回の場合 （2） １日に２回の場合 

① 同一建物内１人又は２人         6,000円 ① 同一建物内１人                 6,000円 

（削る） ② 同一建物内２人                 6,000円 

② 同一建物内３人以上             5,400円 ③ 同一建物内３人以上             5,400円 

（3） １日に３回以上の場合 （3） １日に３回以上の場合 

① 同一建物内１人又は２人        10,000円 ① 同一建物内１人                10,000円 

（削る） ② 同一建物内２人                10,000円 

② 同一建物内３人以上             9,000円 ③ 同一建物内３人以上             9,000円 

13 （略） 13 （略） 

14 利用者が次のいずれかに該当する場合は、所定額

は算定しない。ただし、別に厚生労働大臣が定める

場合については、この限りでない。 

14 利用者が次のいずれかに該当する場合は、所定額

は算定しない。ただし、別に厚生労働大臣が定める

場合については、この限りでない。 

イ （略） イ （略） 

ロ 介護保険法第８条第11項に規定する特定施設入

居者生活介護又は同条第20項に規定する認知症対

応型共同生活介護の提供を受けている場合 

ロ 介護保険法第８条第11項に規定する特定施設入

居者生活介護又は同条第19項に規定する認知症対

応型共同生活介護の提供を受けている場合 

ハ （略） ハ （略） 

０１－２ 精神科訪問看護基本療養費（１日につき） ０１－２ 精神科訪問看護基本療養費（１日につき） 

１～４ （略） １～４ （略） 

注１～７ （略） 注１～７ （略） 
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８ １及び３（いずれも30分未満の場合を除く。）に

ついては、訪問看護ステーションの保健師又は看護

師が、当該訪問看護ステーションの他の保健師等、

看護補助者又は精神保健福祉士と同時に指定訪問看

護を行うことについて、利用者又はその家族等の同

意を得て、指定訪問看護を行った場合には、複数名

精神科訪問看護加算として、次に掲げる区分に従い

、１日につき、いずれかを所定額に加算する。ただ

し、ハの場合にあっては週１日を限度として算定す

る。 

８ １及び３（いずれも30分未満の場合を除く。）に

ついては、訪問看護ステーションの保健師又は看護

師が、当該訪問看護ステーションの他の保健師等、

看護補助者又は精神保健福祉士と同時に指定訪問看

護を行うことについて、利用者又はその家族等の同

意を得て、指定訪問看護を行った場合には、複数名

精神科訪問看護加算として、次に掲げる区分に従い

、１日につき、いずれかを所定額に加算する。ただ

し、ハの場合にあっては週１日を限度として算定す

る。 

イ 所定額を算定する指定訪問看護を行う保健師又

は看護師が他の保健師、看護師又は作業療法士と

同時に指定訪問看護を行う場合 

イ 所定額を算定する指定訪問看護を行う保健師又

は看護師が他の保健師、看護師又は作業療法士と

同時に指定訪問看護を行う場合 

（１） １日に１回の場合 （１） １日に１回の場合 

① 同一建物内１人又は２人         4,500円 ① 同一建物内１人                 4,500円 

（削る） ② 同一建物内２人                 4,500円 

② 同一建物内３人以上             4,000円 ③ 同一建物内３人以上             4,000円 

（２） １日に２回の場合 （２） １日に２回の場合 

① 同一建物内１人又は２人         9,000円 ① 同一建物内１人                 9,000円 

（削る） ② 同一建物内２人                 9,000円 

② 同一建物内３人以上             8,100円 ③ 同一建物内３人以上             8,100円 

（３） １日に３回以上の場合 （３） １日に３回以上の場合 

① 同一建物内１人又は２人        14,500円 ① 同一建物内１人                14,500円 

（削る） ② 同一建物内２人                14,500円 

② 同一建物内３人以上            13,000円 ③ 同一建物内３人以上            13,000円 

ロ 所定額を算定する指定訪問看護を行う保健師又

は看護師が准看護師と同時に指定訪問看護を行う

場合 

ロ 所定額を算定する指定訪問看護を行う保健師又

は看護師が准看護師と同時に指定訪問看護を行う

場合 

（１） １日に１回の場合 （１） １日に１回の場合 

① 同一建物内１人又は２人         3,800円 ① 同一建物内１人                 3,800円 

（削る） ② 同一建物内２人                 3,800円 

- 4 -



② 同一建物内３人以上             3,400円 ③ 同一建物内３人以上             3,400円 

（２） １日に２回の場合 （２） １日に２回の場合 

① 同一建物内１人又は２人         7,600円 ① 同一建物内１人                 7,600円 

（削る） ② 同一建物内２人                 7,600円 

② 同一建物内３人以上             6,800円 ③ 同一建物内３人以上             6,800円 

（３） １日に３回以上の場合 （３） １日に３回以上の場合 

① 同一建物内１人又は２人        12,400円 ① 同一建物内１人                12,400円 

（削る） ② 同一建物内２人                12,400円 

② 同一建物内３人以上            11,200円 ③ 同一建物内３人以上            11,200円 

ハ 所定額を算定する指定訪問看護を行う保健師又

は看護師が看護補助者又は精神保健福祉士と同時

に指定訪問看護を行う場合 

ハ 所定額を算定する指定訪問看護を行う保健師又

は看護師が看護補助者又は精神保健福祉士と同時

に指定訪問看護を行う場合 

（１） 同一建物内１人又は２人           3,000円 （１） 同一建物内１人                   3,000円 

（削る） （２） 同一建物内２人                   3,000円 

（2） 同一建物内３人以上               2,700円 （３） 同一建物内３人以上               2,700円 

９ （略） ９ （略） 

10 １及び３については、別に厚生労働大臣が定める

基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届

け出た訪問看護ステーションの保健師等が、医科点

数表の区分番号Ｉ０１６に掲げる精神科在宅患者支

援管理料を算定する利用者に対して、その主治医の

指示に基づき、１日に２回又は３回以上指定訪問看

護を行った場合は、精神科複数回訪問加算として、

次に掲げる区分に従い、１日につき、いずれかを所

定額に加算する。 

10 １及び３については、別に厚生労働大臣が定める

基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届

け出た訪問看護ステーションの保健師等が、医科点

数表の区分番号Ｉ０１６に掲げる精神科在宅患者支

援管理料（１のハを除く。）を算定する利用者に対

して、その主治医の指示に基づき、１日に２回又は

３回以上指定訪問看護を行った場合は、精神科複数

回訪問加算として、次に掲げる区分に従い、１日に

つき、いずれかを所定額に加算する。 

イ １日に２回の場合 イ １日に２回の場合 

（１） 同一建物内１人又は２人           4,500円 （１） 同一建物内１人                   4,500円 

（削る） （２） 同一建物内２人                   4,500円 

（2） 同一建物内３人以上               4,000円 （３） 同一建物内３人以上               4,000円 

ロ １日に３回以上の場合 ロ １日に３回以上の場合 

（１） 同一建物内１人又は２人           8,000円 （１） 同一建物内１人                   8,000円 
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（削る） （２） 同一建物内２人                   8,000円 

（2） 同一建物内３人以上               7,200円 （３） 同一建物内３人以上               7,200円 

11 利用者が次のいずれかに該当する場合は、所定額

は算定しない。ただし、別に厚生労働大臣が定める

場合については、この限りでない。 

11 利用者が次のいずれかに該当する場合は、所定額

は算定しない。ただし、別に厚生労働大臣が定める

場合については、この限りでない。 

イ （略） イ （略） 

ロ 介護保険法第８条第11項に規定する特定施設入

居者生活介護又は同条第20項に規定する認知症対

応型共同生活介護の提供を受けている場合 

ロ 介護保険法第８条第11項に規定する特定施設入

居者生活介護又は同条第19項に規定する認知症対

応型共同生活介護の提供を受けている場合 

ハ （略） ハ （略） 

０２ 訪問看護管理療養費 ０２ 訪問看護管理療養費 

１ 月の初日の訪問の場合 １ 月の初日の訪問の場合 

イ 機能強化型訪問看護管理療養費１      12,830円 イ 機能強化型訪問看護管理療養費１      12,530円 

ロ 機能強化型訪問看護管理療養費２       9,800円 ロ 機能強化型訪問看護管理療養費２       9,500円 

ハ・ニ （略） ハ・ニ （略） 

２ （略） ２ （略） 

注１～６ （略） 注１～６ （略） 

７ 指定訪問看護を受けようとする者が、退院支援指

導を要する者として別に厚生労働大臣が定める者に

該当する場合に、保険医療機関から退院するに当た

って、訪問看護ステーションの看護師等（准看護師

を除く。）が、退院日に当該保険医療機関以外にお

いて療養上必要な指導を行ったときには、退院支援

指導加算として、退院日の翌日以降初日の指定訪問

看護が行われた際に6,000円（区分番号０１の注10

に規定する別に厚生労働大臣が定める長時間の訪問

を要する者に対し、長時間にわたる療養上必要な指

導を行ったときにあっては、8,400円）を加算する

。ただし、当該者が退院日の翌日以降初日の指定訪

問看護が行われる前に死亡又は再入院した場合にお

いては、死亡日又は再入院することとなったときに

７ 指定訪問看護を受けようとする者が、退院支援指

導を要する者として別に厚生労働大臣が定める者に

該当する場合に、保険医療機関から退院するに当た

って、訪問看護ステーションの看護師等（准看護師

を除く。）が、退院日に当該保険医療機関以外にお

いて療養上必要な指導を行ったときには、退院支援

指導加算として、退院日の翌日以降初日の指定訪問

看護が行われた際に6,000円を加算する。ただし、

当該者が退院日の翌日以降初日の指定訪問看護が行

われる前に死亡又は再入院した場合においては、死

亡日又は再入院することとなったときに算定する。 
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算定する。 

８～10 （略） ８～10 （略） 

11 別に厚生労働大臣が定める者について、訪問看護

ステーションの看護師又は准看護師が、社会福祉士

及び介護福祉士法（昭和62年法律第30号）第48条の

３第１項の登録を受けた登録喀痰
かくたん

吸引等事業者又は

同法附則第27条第１項の登録を受けた登録特定行為

事業者と連携し、社会福祉士及び介護福祉士法施行

規則（昭和62年厚生省令第49号）第１条各号に掲げ

る医師の指示の下に行われる行為（以下この項にお

いて「喀痰
かくたん

吸引等」という。）が円滑に行われるよ

う、喀痰
かくたん

吸引等に関してこれらの事業者の介護の業

務に従事する者に対して必要な支援を行った場合に

は、看護・介護職員連携強化加算として、月１回に

限り2,500円を所定額に加算する。 

11 別に厚生労働大臣が定める者について、訪問看護

ステーションの看護師又は准看護師が、社会福祉士

及び介護福祉士法（昭和62年法律第30号）第48条の

３第１項の登録を受けた登録喀痰
かくたん

吸引等事業者又は

同法附則第20条第１項の登録を受けた登録特定行為

事業者と連携し、社会福祉士及び介護福祉士法施行

規則（昭和62年厚生省令第49号）第１条各号に掲げ

る医師の指示の下に行われる行為（以下この項にお

いて「喀痰
かくたん

吸引等」という。）が円滑に行われるよ

う、喀痰
かくたん

吸引等に関してこれらの事業者の介護の業

務に従事する者に対して必要な支援を行った場合に

は、看護・介護職員連携強化加算として、月１回に

限り2,500円を所定額に加算する。 

12 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているも

のとして地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステー

ションの緩和ケア、褥瘡
じよくそう

ケア若しくは人工肛
こう

門ケ

ア及び人工膀胱
ぼうこう

ケアに係る専門の研修を受けた看護

師又は保健師助産師看護師法（昭和23年法律第203

号）第37条の２第２項第５号に規定する指定研修機

関において行われる研修（以下「特定行為研修」と

いう。）を修了した看護師が、指定訪問看護の実施

に関する計画的な管理を行った場合には、専門管理

加算として、月１回に限り、次に掲げる区分に従い

、いずれかを所定額に加算する。 

（新設） 

イ 緩和ケア、褥瘡
じよくそう

ケア又は人工肛
こう

門ケア及び人

工膀胱
ぼうこう

ケアに係る専門の研修を受けた看護師が計

画的な管理を行った場合（悪性腫瘍の鎮痛療法若

しくは化学療法を行っている利用者、真皮を越え

る褥瘡
じよくそう

の状態にある利用者（医科点数表の区分
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番号Ｃ０１３に掲げる在宅患者訪問褥瘡
じよくそう

管理指

導料を算定する場合にあっては真皮までの状態の

利用者）又は人工肛
こう

門若しくは人工膀胱
ぼうこう

を造設し

ている者で管理が困難な利用者に対して行った場

合に限る。）                         2,500円 

ロ 特定行為研修を修了した看護師が計画的な管理

を行った場合（医科点数表の区分番号Ｃ００７の

注３又は区分番号Ｉ０１２－２の注３に規定する

手順書加算を算定する利用者に対して行った場合

に限る。）                           2,500円 

 

０３ 訪問看護情報提供療養費 ０３ 訪問看護情報提供療養費 

１～３ （略） １～３ （略） 

注１ １については、別に厚生労働大臣が定める疾病等

の利用者について、訪問看護ステーションが、当該

利用者の同意を得て、当該利用者の居住地を管轄す

る市町村（特別区を含む。）若しくは都道府県（以

下「市町村等」という。）又は障害者の日常生活及

び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17

年法律第123号）第51条の17第１項第１号に規定す

る指定特定相談支援事業者若しくは児童福祉法（昭

和22年法律第164号）第24条の26第１項第１号に規

定する指定障害児相談支援事業者（以下「指定特定

相談支援事業者等」という。）に対して、当該市町

村等又は当該指定特定相談支援事業者等からの求め

に応じて、指定訪問看護の状況を示す文書を添えて

、当該利用者に係る保健福祉サ－ビスに必要な情報

を提供した場合に、利用者１人につき月１回に限り

算定する。ただし、他の訪問看護ステーションにお

いて、当該市町村等又は当該指定特定相談支援事業

者等に対して情報を提供することにより訪問看護情

報提供療養費１を算定している場合は、算定しない

注１ １については、別に厚生労働大臣が定める疾病等

の利用者について、訪問看護ステーションが、当該

利用者の同意を得て、当該利用者の居住地を管轄す

る市町村（特別区を含む。）又は都道府県（以下「

市町村等」という。）に対して、当該市町村等から

の求めに応じて、指定訪問看護の状況を示す文書を

添えて、当該利用者に係る保健福祉サ－ビスに必要

な情報を提供した場合に、利用者１人につき月１回

に限り算定する。ただし、他の訪問看護ステーショ

ンにおいて、当該市町村等に対して情報を提供する

ことにより訪問看護情報提供療養費１を算定してい

る場合は、算定しない。 
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。 

２ ２については、別に厚生労働大臣が定める疾病等

の利用者のうち、児童福祉法第39条第１項に規定す

る保育所又は学校教育法（昭和22年法律第26号）第

１条に規定する学校（大学を除く。）等（以下「学

校等」という。）へ通園又は通学する利用者につい

て、訪問看護ステーションが、当該利用者の同意を

得て、当該学校等からの求めに応じて、指定訪問看

護の状況を示す文書を添えて必要な情報を提供した

場合に、利用者１人につき各年度１回に限り算定す

る。また、入園若しくは入学又は転園若しくは転学

等により当該学校等に初めて在籍することとなる月

については、当該学校等につき月１回に限り、当該

利用者に対する医療的ケアの実施方法等を変更した

月については、当該月に１回に限り、別に算定でき

る。ただし、他の訪問看護ステーションにおいて、

当該学校等に対して情報を提供することにより訪問

看護情報提供療養費２を算定している場合は、算定

しない。 

２ ２については、別に厚生労働大臣が定める疾病等

の利用者のうち、児童福祉法（昭和22年法律第164

号）第39条第１項に規定する保育所等、学校教育法

（昭和22年法律第26号）第１条に規定する幼稚園、

小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前

期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部（

以下「学校等」という。）へ通園又は通学する利用

者について、訪問看護ステーションが、当該利用者

の同意を得て、当該学校等からの求めに応じて、指

定訪問看護の状況を示す文書を添えて必要な情報を

提供した場合に、利用者１人につき各年度１回に限

り算定する。また、入園若しくは入学又は転園若し

くは転学等により当該学校等に初めて在籍すること

となる月については、当該学校等につき月１回に限

り、別に算定できる。ただし、他の訪問看護ステー

ションにおいて、当該学校等に対して情報を提供す

ることにより訪問看護情報提供療養費２を算定して

いる場合は、算定しない。 

３ （略） ３ （略） 

０４ （略） ０４ （略） 

０５ 訪問看護ターミナルケア療養費 ０５ 訪問看護ターミナルケア療養費 

１・２ （略） １・２ （略） 

注１ １については、訪問看護基本療養費及び精神科訪

問看護基本療養費を算定すべき指定訪問看護を行っ

ている訪問看護ステーションの看護師等が、在宅で

死亡した利用者（ターミナルケアを行った後、24時

間以内に在宅以外で死亡した者を含む。）又は老人

福祉法（昭和38年法律第133号）第20条の５に規定

する特別養護老人ホ－ムその他これに準ずる施設（

以下「特別養護老人ホ－ム等」という。）で死亡し

注１ １については、訪問看護基本療養費及び精神科訪

問看護基本療養費を算定すべき指定訪問看護を行っ

ている訪問看護ステーションの看護師等が、在宅で

死亡した利用者（ターミナルケアを行った後、24時

間以内に在宅以外で死亡した者を含む。）又は老人

福祉法（昭和38年法律第133号）第20条の５に規定

する特別養護老人ホ－ムその他これに準ずる施設（

以下「特別養護老人ホ－ム等」という。）で死亡し
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た利用者（ターミナルケアを行った後、24時間以内

に特別養護老人ホ－ム等以外で死亡した者を含み、

指定施設サ－ビス等に要する費用の額の算定に関す

る基準（平成12年厚生省告示第21号）別表の１に規

定する看取り介護加算その他これに相当する加算（

以下「看取り介護加算等」という。）を算定してい

る利用者を除く。）に対して、その主治医の指示に

より、その死亡日及び死亡日前14日以内に、２回以

上指定訪問看護（区分番号０２の注７に規定する退

院支援指導加算の算定に係る療養上必要な指導を含

む。）を実施し、かつ、訪問看護におけるターミナ

ルケアに係る支援体制について利用者及びその家族

等に対して説明した上でターミナルケアを行った場

合に算定する。 

た利用者（ターミナルケアを行った後、24時間以内

に特別養護老人ホ－ム等以外で死亡した者を含み、

指定施設サ－ビス等に要する費用の額の算定に関す

る基準（平成12年厚生省告示第21号）別表の１に規

定する看取り介護加算その他これに相当する加算（

以下「看取り介護加算等」という。）を算定してい

る利用者を除く。）に対して、その主治医の指示に

より、その死亡日及び死亡日前14日以内に、２回以

上指定訪問看護を実施し、かつ、訪問看護における

ターミナルケアに係る支援体制について利用者及び

その家族等に対して説明した上でターミナルケアを

行った場合に算定する。 

２ ２については、訪問看護基本療養費及び精神科訪

問看護基本療養費を算定すべき指定訪問看護を行っ

ている訪問看護ステーションの看護師等が、特別養

護老人ホ－ム等で死亡した利用者（ターミナルケア

を行った後、24時間以内に特別養護老人ホ－ム等以

外で死亡した者を含み、看取り介護加算等を算定し

ている利用者に限る。）に対して、その主治医の指

示により、その死亡日及び死亡日前14日以内に、２

回以上指定訪問看護（区分番号０２の注７に規定す

る退院支援指導加算の算定に係る療養上必要な指導

を含む。）を実施し、かつ、訪問看護におけるター

ミナルケアに係る支援体制について利用者及びその

家族等に対して説明した上でターミナルケアを行っ

た場合に算定する。 

２ ２については、訪問看護基本療養費及び精神科訪

問看護基本療養費を算定すべき指定訪問看護を行っ

ている訪問看護ステーションの看護師等が、特別養

護老人ホ－ム等で死亡した利用者（ターミナルケア

を行った後、24時間以内に特別養護老人ホ－ム等以

外で死亡した者を含み、看取り介護加算等を算定し

ている利用者に限る。）に対して、その主治医の指

示により、その死亡日及び死亡日前14日以内に、２

回以上指定訪問看護を実施し、かつ、訪問看護にお

けるターミナルケアに係る支援体制について利用者

及びその家族等に対して説明した上でターミナルケ

アを行った場合に算定する。 

３ （略） ３ （略） 

４ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているも

のとして地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステー

（新設） 
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ションの情報通信機器を用いた在宅での看取りに係

る研修を受けた看護師が、医科点数表の区分番号Ｃ

００１の注８（区分番号Ｃ００１－２の注６の規定

により準用する場合を含む。）に規定する死亡診断

加算を算定する利用者（特掲診療料の施設基準等（

平成20年厚生労働省告示第63号）第４の４の３の３

に規定する地域に居住している利用者に限る。）に

ついて、その主治医の指示に基づき、情報通信機器

を用いて医師の死亡診断の補助を行った場合は、遠

隔死亡診断補助加算として、1,500円を所定額に加

算する。 
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